
 
 
 

２．町内会活動の各種支援
について 

 
A．地域コミュニティ 
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■ くわしくは（お問い合わせ先） 
まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係（２階）  
TEL ０７７－５６１－２３２４まで 

 

1.コミュニティ活動初期備品整備事業費補助         
■ 事業の趣旨 

初期段階での地域コミュニティ活動を促進するため、新たに結成された町内会等が自主的に行うコミュニティ 
活動に要する設備、備品等の整備に要する経費に対し補助するものです。 

 
■ 事業主体 

市に結成届を提出された年度から起算して３年以内の町内会です。 
（例．令和３年４月１日に町内会が設立された場合は、令和６年度まで） 
 

■ 注意事項 
・補助金の交付は、１町内会につき１回限りです。 
・事業を計画される町内会は、必ず事前にまちづくり協働課まで御相談ください。 

 

■ 補助の対象となる事業、経費および設備等 
対象となる事業 対象となる経費等 

まちの美観、環境保全事業 フラワーポット、草刈機 等 

広報誌等の発行事業 印刷機、複写機、ビデオ、パソコン、テレビ 等 

健康増進、スポーツの振興事業 テント、収納庫、放送設備、スポーツ用設備 等 

文化の振興事業 映写機、プロジェクター、楽器 等 

その他 
まちづくりの活性化を促す事業であると特に市長が認めた事業に要する
備品購入費 

 
■ 補助金の額 

補助率 １／３ 
算式 補助の対象となる備品等の経費（２７０，０００円限度）×１／３ 
補助額 ９０，０００円限度 
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2.コミュニティハウスの整備補助                        
■ 事業の趣旨 

良好な地域社会の形成と住民福祉の増進を図るために、町内会がコミュニティ活動の場として設置する集会
所の整備に要する経費に対して補助するものです。 

 
■ 事業主体 町内会です。 
 
■ コミュニティハウスの要件 

地域の集会、研修および教養を高めるための機能を備えていることが必要です。 
 

■ 注意事項 
 
・事業を計画される町内会は、必ず事業実施の前年度８月までにまちづくり協働課まで御相談ください。 
・補助金の交付は、事業完了後になるため、あらかじめ資金計画を立てていただく必要があります。 

 
■ 補助金の額 
①  建築等（新築・改築・購入） 
対象となる経費 集会所の建築に要する経費 

補助率 １／２ 

算式 

補助対象となる経費（１６，９２０，０００円限度）×１／２ 
建築：建物の延床面積×建築単価×１／２ 
購入：建物の延床面積×建築単価×経年減点補正率×１／２ 

（建築単価は、実際取得平米単価が基準より下回る場合、実際取得平米単価とする。） 
◆延床面積：１２０㎡限度 ◆建築単価：１４１，０００円限度 

対象となる 
集会所 

１） 集会所がなく、新たに集会所を建築する場合 
２） 過去に次の補助金の交付を受けている集会所は、事業終了後１０年を経過している

こと。（③改造、④改造・増築・修繕・耐震改修） 
３） 建替の場合は、建築補助年度から次の年数を経過していること。 
  （木造（プレハブ）２５年、金属（鉄骨）３０年） 

補助限度額 ８，４６０，０００円限度  
対象と 

ならない経費 
・既存施設の増築または改修 ・外構工事費 
・既存建物除去費 ・備品整備費 等 
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② 用地取得 ※１町内会に対し１回限りの補助 
対象となる経費 集会所の用地取得に要する経費  

補助率 １／２ 

算式 

補助対象となる経費（１２，０００，０００円限度）×１／２ 
補助対象面積（建築面積／建ぺい率）×用地単価×１／２ 
◆建築面積：１２０㎡限度 
◆用地単価：草津市の評価調整単価と実取得単価のいずれか低い額 

補助限度額 ６，０００，０００円限度  
対象とならない経費 用地の交換や買い増し 

 
③ 改造等 ※１町内会に対し１回限りの補助 

対象となる経費 
 

人にやさしい構造に関する以下の経費 
①洋式便器への改修 ②手すりの取付け ③段差の解消 
④その他高齢者、障害者等の利用に配慮した改修 
※平成１２年度以前に建築された集会所であること 

補助率 １／２ 
算式 補助対象となる経費（２，０００，０００円限度）×１／２ 

補助限度額 １，０００，０００円限度 
対象とならない経費 備品整備費 等 

 
④ 集会所の改造・増築・修繕・耐震改修  
※直近の事業終了後１０年経過していれば、何度でも補助（令和４年度から改正） 

対象となる経費 

１）新築から１５年を経過し、事業費５００，０００円以上のもの。 
※過去に次の補助を受けている集会所は、事業終了後１０年を経過していること。
（①建築・購入、③改造等） 
 

補助率 １／３ 

算式 
補助対象となる経費（４，５００，０００円限度）×１／３ 
◆延床面積：３５㎡限度 ◆建築単価：１４１，０００円限度 

補助限度額 １，５００，０００円限度  
対象とならない経費 備品整備費、耐震診断にかかる費用 等 

 
 

 

■ くわしくは（お問い合わせ先） 
まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係（２階） 
TEL ０７７－５６１－２３２４まで 
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■ 事業主体 町内会です。 
 
■ コミュニティハウスの要件 

地域の集会、研修および教養を高めるための機能を備えていることが必要です。 
 

■ 注意事項 
 
・事業を計画される町内会は、必ず事業実施の前年度８月までにまちづくり協働課まで御相談ください。 
・補助金の交付は、事業完了後になるため、あらかじめ資金計画を立てていただく必要があります。 

 
■ 補助金の額 
①  建築等（新築・改築・購入） 
対象となる経費 集会所の建築に要する経費 

補助率 １／２ 

算式 

補助対象となる経費（１６，９２０，０００円限度）×１／２ 
建築：建物の延床面積×建築単価×１／２ 
購入：建物の延床面積×建築単価×経年減点補正率×１／２ 

（建築単価は、実際取得平米単価が基準より下回る場合、実際取得平米単価とする。） 
◆延床面積：１２０㎡限度 ◆建築単価：１４１，０００円限度 

対象となる 
集会所 

１） 集会所がなく、新たに集会所を建築する場合 
２） 過去に次の補助金の交付を受けている集会所は、事業終了後１０年を経過している

こと。（③改造、④改造・増築・修繕・耐震改修） 
３） 建替の場合は、建築補助年度から次の年数を経過していること。 
  （木造（プレハブ）２５年、金属（鉄骨）３０年） 

補助限度額 ８，４６０，０００円限度  
対象と 

ならない経費 
・既存施設の増築または改修 ・外構工事費 
・既存建物除去費 ・備品整備費 等 
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3.自治会活動保険の加入補助                 
■ 事業の趣旨 

町内会が催す諸活動を促進し地域コミュニティの振興を図ることを目的とし、その活動を市民が安心して行え
るよう町内会等が実施するコミュニティ活動に伴う事故等の損害にかかる保険加入にかかる保険料の一部を補
助するものです。 

 
■ 事業主体  町内会です。 

 
■ 注意事項 

・損害時における補償の交渉等については、町内会で対応してください。 
・補助金は年１回の交付とし、変更契約等に伴う補助金の追加交付はされません。 

 
■ 補助の対象となる保険および保険契約 

 町内会が加入する自治会活動保険で、次の２点を満たす契約内容のもの 
 ① 保険契約の開始日が、申請される年度（４月～翌年３月）内のもの 
 ② 保険期間が一年のもの 

 
■ 補助金の額 

 下記のどちらか低い額が補助の金額です。 

１ （１６４円×世帯数＋８，６５０円）×１／２ 

２ 保険料×１／２ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ くわしくは（お問い合わせ先） 
まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係（２階） 

TEL ０７７－５６１－２３２４まで 
 

１
．町
内
会
の
運
営
に
つ
い
て

２

－

Ａ
．地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

２

－

Ｃ
．環
境
・
美
化

２

－

Ｄ
．子
ど
も
・
高
齢
者

２

－

Ｅ
．
イ
ベ
ン
ト

２

－

Ｂ
．防
犯
・
防
災

－ 38 －



- 39 - 
 

4.掲示板の設置・修繕補助                       
■ 事業の趣旨 
   町内会がコミュニティ活動の推進を図ることを目的に町内に広報板や住宅案内板を設置および修繕する事
業に要する経費の一部を補助するものです。 

■ 事業主体   町内会です。 
■ 注意事項 

・事業を計画される町内会は、工事より１ヵ月以上前に必ずまちづくり協働課まで御相談ください。 
・設置予定場所の土地所有者等には、必ず事前に了解を得てください。 

 
■ 補助金の額 

① 設置補助 

補助率 １／２ 補助額 ２０，０００円限度 

算式 事業に要する経費（４０，０００円限度）× １／２ 

その他 
①設置補助および②修繕補助を活用した掲示板に対して、再度補助金を 
申請する場合は１０年を経過していること。 

 ② 修繕補助 

補助率 １／２ 補助額 １０，０００円限度 

算式 事業に要する経費（２０，０００円限度）× １／２ 

その他 
・掲示板の機能を回復する修繕に限る。 
・①設置補助および②修繕補助を活用した掲示板に対して、再度補助金を 
申請する場合は１０年を経過していること。 

※既存掲示板の撤去にかかる経費は、補助対象となりません。 
※設置・修繕とも、補助限度額を超える補助はできません。 

 

■ 設置補助の対象となる掲示板の基準 

大きさ おおむね縦９０ｃｍ 横１２０ｃｍ 

材質 １０年以上の使用に耐えるもの 

 

 

 

 

■ くわしくは（お問い合わせ先） 
まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係（２階） 
TEL ０７７－５６１－２３２４まで 
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3.自治会活動保険の加入補助                 
■ 事業の趣旨 

町内会が催す諸活動を促進し地域コミュニティの振興を図ることを目的とし、その活動を市民が安心して行え
るよう町内会等が実施するコミュニティ活動に伴う事故等の損害にかかる保険加入にかかる保険料の一部を補
助するものです。 

 
■ 事業主体  町内会です。 

 
■ 注意事項 

・損害時における補償の交渉等については、町内会で対応してください。 
・補助金は年１回の交付とし、変更契約等に伴う補助金の追加交付はされません。 

 
■ 補助の対象となる保険および保険契約 

 町内会が加入する自治会活動保険で、次の２点を満たす契約内容のもの 
 ① 保険契約の開始日が、申請される年度（４月～翌年３月）内のもの 
 ② 保険期間が一年のもの 

 
■ 補助金の額 

 下記のどちらか低い額が補助の金額です。 

１ （１６４円×世帯数＋８，６５０円）×１／２ 

２ 保険料×１／２ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ くわしくは（お問い合わせ先） 
まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係（２階） 

TEL ０７７－５６１－２３２４まで 
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5.コミュニティ助成事業                       
■ 事業の趣旨 
（一財）自治総合センターが宝くじ受託事業収入を財源として実施されるもので、住民が行うコミュニティ活動に
助成を行うことにより、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの普及・広報活動を推進されるものです。
（事業の助成については、（一財）自治総合センターが決定されるもので、必ず採択されるものではありません。） 
 
■ 事業主体 

市が認める町内会等のコミュニティ組織 
（自主防災組織育成事業については市が認める自主防災組織） 

 
■ 助成の条件 

助成の対象となった施設または設備およびイベント等ソフト事業のポスター等に宝くじの助成を受けた旨の表
示をするほか、コミュニティ誌・広報誌等を通じて宝くじの普及・広報に努めること。 

 
■ 助成の対象となる事業 
※助成額については、（一財）自治総合センターが申請内容（申請額を含む）を審査のうえ、決定されます。 
 
（１）一般コミュニティ助成事業 

 

（２）コミュニティセンター助成事業 

       
 
 

助成対象 
コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業 
※建築物や消耗品は補助対象となりません。 

助成金額 １００万円～２５０万円 
申請窓口 まちづくり協働課  TEL  ０７７－５６１－２３２４ 

助成対象 

コミュニティ活動の推進のために住民の需用の実態に応じた機能を有する集会施設
（コミュニティセンター・自治会集会所等）の建設整備に関する事業。 
事業主体が町内会の場合、地方自治法第２６０条の２に定める「認可地縁団
体」であること。 

助成金額 対象となる総事業費の３／５以内（１，５００万円限度） 
申請窓口 まちづくり協働課  TEL ０７７－５６１－２３２４ 
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（３）自主防災組織育成助成事業 

 

■ 申請時期など 
・事業を実施する前年度の１０月～１１月ごろ、市で申請をとりまとめ、県へ提出しますので、希望される町
内会は８月末までにご相談ください。 
・コミュニティ助成事業実施要綱は、年度途中でも変更されることがありますので、御留意ください。 
 

■ 注意事項 
・事業予定がある場合は、事前に各申請窓口まで御相談ください。 
・事業に対する助成金は、事業主体が全額支払っていただいた後の交付となるため、あらかじめ資金計画 
を立てていただく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成対象 
自主防災組織等が行う災害の被害防止活動および軽減活動に直接資するものの
整備に関する事業 

助成の対象と 
ならないもの 

※建築物や消耗品は対象外です。 
※消防団、少年・幼年消防クラブ、防火管理協議会、単なる町内会の集まりなど
は、自主防災組織と認められません。 

助成金額 ３０万円～２００万円 
申請窓口 危機管理課  TEL ０７７－５６１－２３２５ 
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5.コミュニティ助成事業                       
■ 事業の趣旨 
（一財）自治総合センターが宝くじ受託事業収入を財源として実施されるもので、住民が行うコミュニティ活動に
助成を行うことにより、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの普及・広報活動を推進されるものです。
（事業の助成については、（一財）自治総合センターが決定されるもので、必ず採択されるものではありません。） 
 
■ 事業主体 

市が認める町内会等のコミュニティ組織 
（自主防災組織育成事業については市が認める自主防災組織） 

 
■ 助成の条件 

助成の対象となった施設または設備およびイベント等ソフト事業のポスター等に宝くじの助成を受けた旨の表
示をするほか、コミュニティ誌・広報誌等を通じて宝くじの普及・広報に努めること。 

 
■ 助成の対象となる事業 
※助成額については、（一財）自治総合センターが申請内容（申請額を含む）を審査のうえ、決定されます。 
 
（１）一般コミュニティ助成事業 

 

（２）コミュニティセンター助成事業 

       
 
 

助成対象 
コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業 
※建築物や消耗品は補助対象となりません。 

助成金額 １００万円～２５０万円 
申請窓口 まちづくり協働課  TEL  ０７７－５６１－２３２４ 

助成対象 

コミュニティ活動の推進のために住民の需用の実態に応じた機能を有する集会施設
（コミュニティセンター・自治会集会所等）の建設整備に関する事業。 
事業主体が町内会の場合、地方自治法第２６０条の２に定める「認可地縁団
体」であること。 

助成金額 対象となる総事業費の３／５以内（１，５００万円限度） 
申請窓口 まちづくり協働課  TEL ０７７－５６１－２３２４ 
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6.コミュニティ振興交付金                      
■ 事業の趣旨 
  良好な地域社会の形成と住民福祉の増進を図るために、町内会がコミュニティ活動の場として設置された集会
所または集会室で使用される上水道および下水道の基本料金の一部を交付するものです。 

 
■  事業主体  町内会です。 
 
■ 注意事項 
・次回、基本料金改定までの間に限り交付します。 
・１町内会につき１施設とし、他の町内会と共同で使用されている場合は、代表の町内会が申請してください。 

 
 
■ 交付金の額 

交付金の率 １／２ 

算式 

①上水道・下水道の基本料金×１／２×支払月数（当該年度内）（千円未満切捨） 
①で算出した値に１／２を乗じた額。 
※浄化槽設備は下水道に含みません。 
例)上水道・下水道とも１年間、基本料金を支払った場合 
（1,710円 ＋ 2,200円）×1／2×12 ヶ月＝23,460円 
                     

 23,000円  × 1/2 ＝  11,500円 

 

 
■ 交付申請について 

１０月末頃、各町内会へ照会いたします。 
 
■ くわしくは（お問い合わせ先） 

まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係（２階） 
TEL ０７７－５６１－２３２４まで  
 
 
 

 
 

上水道基本料金 下水道基本料金 使用月数 

上記で算出した値① 
(千円未満切捨て) 

補助率 交付金額 

① 

１
．町
内
会
の
運
営
に
つ
い
て

２

－

Ａ
．地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

２

－

Ｃ
．環
境
・
美
化

２

－

Ｄ
．子
ど
も
・
高
齢
者

２

－

Ｅ
．
イ
ベ
ン
ト

２

－

Ｂ
．防
犯
・
防
災

－ 42 －



- 42 - 
 

6.コミュニティ振興交付金                      
■ 事業の趣旨 
  良好な地域社会の形成と住民福祉の増進を図るために、町内会がコミュニティ活動の場として設置された集会
所または集会室で使用される上水道および下水道の基本料金の一部を交付するものです。 

 
■  事業主体  町内会です。 
 
■ 注意事項 
・次回、基本料金改定までの間に限り交付します。 
・１町内会につき１施設とし、他の町内会と共同で使用されている場合は、代表の町内会が申請してください。 

 
 
■ 交付金の額 

交付金の率 １／２ 

算式 

①上水道・下水道の基本料金×１／２×支払月数（当該年度内）（千円未満切捨） 
①で算出した値に１／２を乗じた額。 
※浄化槽設備は下水道に含みません。 
例)上水道・下水道とも１年間、基本料金を支払った場合 
（1,710円 ＋ 2,200円）×1／2×12 ヶ月＝23,460円 
                     

 23,000円  × 1/2 ＝  11,500円 

 

 
■ 交付申請について 

１０月末頃、各町内会へ照会いたします。 
 
■ くわしくは（お問い合わせ先） 

まちづくり協働部 まちづくり協働課 地域協働係（２階） 
TEL ０７７－５６１－２３２４まで  
 
 
 

 
 

上水道基本料金 下水道基本料金 使用月数 

上記で算出した値① 
(千円未満切捨て) 

補助率 交付金額 

① 
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７. 赤い羽根助成事業  つながり紡ぐ☆ハッピーチャレンジ事業              
■ 事業の趣旨 

この助成事業は、「じぶんのまちをよくする仕組み」をつくるため、赤い羽根共同募金によって運営されていま
す。滋賀県共同募金会の広域助成事業の赤い羽根共同募金運動推進チャレンジ事業の助成を活用し、草
津市共同募金委員会が令和３年度より３年間を期間とし、「新たなつながりをつくる事業」を通じて、地域福
祉の推進を支援するものです。 
地域の福祉活動が活性化し、共同募金運動へ多くの方の理解と共感が得られ、共同募金の循環を通して、
住民参加の福祉意識が醸成されることを目的としており、助成の決定は、事務局による書類審査と公開プレ
ゼンテーション審査を通じて行います。 

 
■ 事業主体 
①草津市内で活動するグループや団体 
②グループや団体の構成員が５名以上 
③グループや団体の構成員のうち２名以上が草津市内在住 
※未成年のみで団体を構成する場合は、保護者等の成年者が指導・監督を行うこと。 
 

■ 助成金額 
１事業最大１０万円を上限とし、助成金総額は１００万円以内とします。 

 
■ 補助対象事業（今年度新規で行う事業に限ります） 

・新たな居場所づくりを行う事業 
・人と人をつなぐ事業（地域と子ども、多世代・多文化交流等） 
・他団体と協力して行う事業 
・団体と団体をつなぐ事業 
・継続的な事業であること 
※まちづくり協議会、自治会、町内会、学区社会福祉協議会等、国や地方公共団体等から補助金や助成
を受けている団体の場合、本助成を受けて実施する事業と、その他の助成を受けて実施する事業の収支が明
確に分かれている場合は助成対象となります。しかし、共同募金の活用に適さない活動や寄付者の思いにそぐ
わない事業は対象になりません。 
 

■ 対象経費 
報酬（職員の人件費は除く） ・ 賃借料 ・ 消耗品費 ・ 通信運搬費 
印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 燃料費  等 

 
■ 申し込み 

９月頃募集（予定） 
募集の詳しい内容については、草津市社会福祉協議会のホームページや広報紙に掲載予定。 
 

くわしくは（お問い合わせ先） 
草津市共同募金委員会（草津市社会福祉協議会内） 
〒525-0032 草津市大路 2丁目１－３５ 
          市民総合交流センター（キラリエ草津４階） 
TEL 077-562-0084 FAX 077-566-0377 E-mail：info@kusa-shakyo.or.jp 
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